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新型コロナウイルス感染症対策を施した令和４年度卒業式及び 

令和５年度入学式等の実施について（通知） 

 

このことについて、令和４年１２月１９日付４教指企第１３８８号に基づき、感染防止の対策を講じ

た卒業式及び入学式について適切な実施の対応をお願いしているところですが、文部科学省初等中等教

育局長から別添、令和５年２月１０日付４文科初第２１５３号「卒業式におけるマスクの取扱いに関す

る基本的な考え方について（通知）」にて、卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な方針が示

されました。 

つきましては、令和４年度卒業式におけるマスクの取扱いについて、下記のとおり変更します。各学

校においては、適切に対応するようお願いします。 

なお、令和５年度入学式の取扱い及び４月１日以降の新学期における教育活動については、文部科学

省の方針を踏まえ、別途通知します。 

 

記 

 

１ 変更点 

令和４年１２月１９日付４教指企第１３８８号の「２ 感染防止対策（１）、（４）、（５）」について、

次のとおり変更する。また、「２ 感染防止対策（５）、（６）」を追加する。 

（変更） 

変更後 変更前 

２ 感染防止対策 

（１）入場者の検温や手指消毒を実施するとと

もに、マスクの着用については、次のとお

りとする。 

ア 児童・生徒及び教職員については、入

退場、式辞・祝辞等、卒業証書授与、送

２ 感染防止対策 

（１）入場者の検温や手指消毒を実施するとと

もに、マスク着用を徹底する。 

 

 



 

 

辞・答辞の場面など、式典全体を通じて

マスクを外すことを基本とする。 

イ 来賓や保護者等はマスクを着用する。 

削除 （４）式辞等は演台にアクリル板を設置するな

ど、飛沫拡散の防止策を講じた上で行う。 

（４）壇上で行う卒業証書授与、校長式辞、都

教育委員会・ＰＴＡ・来賓挨拶等は、周囲

の者と十分な身体的距離が確保できること

から 、マスクを外して差し支えない。 

なお、壇上で行わず、十分な距離が確保

されない場合においては、アクリル板を設

置することにより、マスクを外すことを可

能とする。 

（５）卒業証書授与、校長式辞、都教育委員会・

ＰＴＡ・来賓挨拶、送辞、答辞等は、マス

クを着用したまま行うことを原則とする。 

なお、アクリル板を設置しており、十分

な距離が確保されている場合においては、

式辞、挨拶、送辞、答辞等に際し、マスク

を外すことを可能とする。 

 

（新規）  

（５）地域や学校の感染状況等に鑑み、校長が感染のリスクが高いと判断する場合は、全ての参

列者にマスク着用を求めることができる。 

（６）基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する児童・

生徒がいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにする。ま

た、児童・生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

 指導部指導企画課（安全教育担当） 電話 ０３（５３２０）６８３６ 

 指 導 部 高 等 学 校 教 育 指 導 課 電話 ０３（５３２０）６８４５ 

 指 導 部 特 別 支 援 教 育 指 導 課 電話 ０３（５３２０）６８４７ 

 指 導 部 義 務 教 育 指 導 課 電話 ０３（５３２０）６８４１ 

 

 

 


